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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに重なり合う少なくとも２枚のシート部材が、前記シート部材の対向するシート面
の少なくとも一方に塗布された接着剤を介して互いに接着された積層パネルにおいて、
　前記接着剤が、曲折して一方向へ延びる独立した複数条の接着ラインを形成し、
　隣り合う前記接着ラインどうしが互いに交差しておらず、
　一条の前記接着ラインが前記一方向へ繰り返して延びる複数の不規則な凹凸形状を有し
ており、前記凹凸形状を形成する山部とそれに隣接する谷部との間において前記接着ライ
ン自体が間欠的に交差し、該交差する部位が点在しており、
　前記一条の接着ライン自体が曲折を繰り返す回数は、前記シート部材の寸法１ｍに対し
て５０～２００回の範囲、前記一条の接着ライン自体が交差する回数は、前記シート部材
の前記一方向の寸法１ｍに対して１～２００回の範囲にあり、
　前記接着剤の塗布量が、前記シート部材の面積１ｍ２に対して０．８～８ｇの範囲にあ
り、かつ、前記接着剤の粘度数は、４０００～５５００ｃＰの範囲にあることを特徴とす
る前記パネル。
【請求項２】
　前記シート部材が、透液性表面シートと不透液性裏面シートとから形成され、前記パネ
ルが、前記表面シートと前記裏面シートとの間に介在する吸液性コアを有して使い捨ての
体液処理物品を構成し、前記表面シートと前記裏面シートと前記コアとが、前記表裏面シ
ートの対向するシート面の少なくとも一方に塗布された前記接着剤を介して互いに接着さ
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れている請求項１記載のパネル。
【請求項３】
前記シート部材が、前記表裏面シートの間に介在して前記コアの表面を被覆する透水性シ
ートを含み、前記コアと前記透水性シートとが、前記透水性シートの前記コアと対向する
シート面に塗布された前記接着剤を介して互いに接着されている請求項２記載のパネル。
【請求項４】
　前記物品が、前記コアの両側縁の外側で縦方向へ延びる一対のサイドフラップと、前記
コアの両端縁の外側で横方向へ延びる一対のエンドフラップとを有し、前記サイドフラッ
プと前記エンドフラップとが、前記表面シートの部分と前記裏面シートの部分とのうちの
少なくとも前記裏面シートの部分で形成され、前記サイドフラップには、前記縦方向へ延
びる弾性的に伸縮可能な一対の脚周り用弾性部材が配置され、前記エンドフラップの少な
くとも一方には、前記横方向へ延びる弾性的に伸縮可能な胴周り用弾性部材が配置され、
前記脚周り用弾性部材と前記胴周り用弾性部材とが、前記表面シートと前記裏面シートと
の少なくとも一方の内面に前記接着剤を介して伸長状態で接着されている請求項２または
請求項３記載のパネル。
【請求項５】
　前記物品が、前記コアの両側縁近傍で前記縦方向へ延びていて弾性的な伸縮性によって
前記物品の上方へ起立性向を有する一対の液抵抗性防漏シートを有し、前記サイドフラッ
プに位置して前記縦方向へ延びる前記防漏シートの外側部が、前記防漏シートの外側部の
内面と前記表面シートの外面と前記裏面シートの外面とのうちの少なくとも一つに塗布さ
れた前記接着剤を介して前記サイドフラップに接着され、前記エンドフラップに位置する
前記防漏シートの縦方向両端部が、前記物品の横方向内方と横方向外方とのいずれかに倒
伏された状態で、前記防漏シートの両端部と前記表面シートの外面と前記裏面シートの外
面とのうちの少なくとも一つに塗布された前記接着剤を介して前記エンドフラップに接着
されている請求項４記載のパネル。
【請求項６】
　前記接着剤が、ホットメルト接着剤である請求項１～５のいずれかに記載のパネル。
【請求項７】
　前記シート部材が、不織布とティッシュペーパーとである請求項１～６のいずれかに記
載のパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも２枚のシート部材を重ね合わせた積層パネルに関し、さらに詳細
には、おむつカバーや使い捨ておむつ、生理用ナプキン、尿取りパッド等の積層パネルに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開平８－１９６５５９号公報は、透液性表面シートと、不透液性裏面シートと、表裏
面シートの間に介在する吸液性コアとから構成され、保液層と繊維集合層とから形成され
たコアが、ティッシュペーパー（透水性シート）で被覆され、コアとティッシュペーパー
とが互いに重なり合う面のほぼ全域においてホットメルト接着剤で接着された使い捨てお
むつを開示している。接着剤の塗布パターンとしては、点線が続いて一方向へ延びる複数
条の直線を形成したドット状の塗布パターン、複数条の直線が一方向へ延びる縦縞状の塗
布パターン、直線が互いに交差して延びる格子状の塗布パターン、複数条の曲線自体が交
差して延びる螺旋状の塗布パターンが記載されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　接着剤をドット状のパターンと縦縞状のパターンとで塗布した場合、接着剤の延びる方
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向と交差する方向に対しては、接着剤がコアとティッシュペーパーとの剥離を線で阻止す
ることができる。しかし、接着剤の延びる方向に対しては、接着剤がコアとティッシュペ
ーパーとの剥離を点で阻止することができるにすぎないので、接着剤の延びる方向では、
コアとティッシュペーパーとが容易に剥離してしまうことがある。
【０００４】
　接着力を強化するためには、接着剤を格子状のパターンまたは螺旋状のパターンで塗布
することが好ましい。しかし、接着剤どうしまたは接着剤自体が交差する部位では、接着
剤が重複して塗布されるので、交差しない部位と比較して接着剤の塗布量が増える。交差
する部位では、ティッシュペーパーに滲入した接着剤がティッシュペーパーの繊維間隙を
広範囲に塞いでしまう。ゆえに、接着剤の交差部位が多いと、接着剤がティッシュペーパ
ーの透水性を妨げてしまうことがある。
【０００５】
　本発明の課題は、接着剤の延びる方向とその延びる方向に交差する方向とのいずれに対
しても剥離し難く、かつ、シート部材が有する透液性や透水性を妨げることのないように
接着剤が塗布された積層パネルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した課題を解決するために、本発明が前提とするところは、互いに重なり合う少な
くとも２枚のシート部材が、前記シート部材の対向するシート面の少なくとも一方に塗布
された接着剤を介して互いに接着された積層パネルである。
【０００７】
　かかる前提において本発明は、前記接着剤が、曲折して一方向へ延びる独立した複数条
の接着ラインを形成し、隣り合う前記接着ラインどうしが互いに交差しておらず、一条の
前記接着ラインが前記一方向へ繰り返して延びる複数の不規則な凹凸形状を有しており、
前記凹凸形状を形成する山部とそれに隣接する谷部との間において前記接着ライン自体が
間欠的に交差し、該交差する部位が点在しており、前記一条の接着ライン自体が曲折を繰
り返す回数は、前記シート部材の寸法１ｍに対して５０～２００回の範囲、前記一条の接
着ライン自体が交差する回数は、前記シート部材の前記一方向の寸法１ｍに対して１～２
００回の範囲にある。前記接着剤の塗布量が、前記シート部材の面積１ｍ２に対して０．
８～８ｇの範囲にあり、かつ、前記接着剤の粘度数は、４０００～５５００ｃＰの範囲に
あることを特徴とする。ここで、曲折とは、接着ラインが折れ曲がってジグザグに延びる
場合、接着ラインが波状に起伏して延びる場合、接着ラインが方形波状に凸凹を画いて延
びる場合を含む概念である。
【０００８】
　本発明は、以下の実施態様を有する。
（１）前記シート部材が、透液性表面シートと不透液性裏面シートとから形成され、前記
パネルが、前記表面シートと前記裏面シートとの間に介在する吸液性コアを有して使い捨
ての体液処理物品を構成し、前記表面シートと前記裏面シートと前記コアとが、前記表裏
面シートの対向するシート面の少なくとも一方に塗布された前記接着剤を介して互いに接
着されている。
（２）前記シート部材が、前記表裏面シートの間に介在して前記コアの表面を被覆する透
水性シートを含み、前記コアと前記透水性シートとが、前記透水性シートの前記コアと対
向するシート面に塗布された前記接着剤を介して互いに接着されている。
（３）前記物品が、前記コアの両側縁の外側で縦方向へ延びる一対のサイドフラップと、
前記コアの両端縁の外側で横方向へ延びる一対のエンドフラップとを有し、前記サイドフ
ラップと前記エンドフラップとが、前記表面シートの部分と前記裏面シートの部分とのう
ちの少なくとも前記裏面シートの部分で形成され、前記サイドフラップには、前記縦方向
へ延びる弾性的に伸縮可能な一対の脚周り用弾性部材が配置され、前記エンドフラップの
少なくとも一方には、前記横方向へ延びる弾性的に伸縮可能な胴周り用弾性部材が配置さ
れ、前記脚周り用弾性部材と前記胴周り用弾性部材とが、前記表面シートと前記裏面シー
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トとの少なくとも一方の内面に前記接着剤を介して伸長状態で接着されている。
（４）前記物品が、前記コアの両側縁近傍で前記縦方向へ延びていて弾性的な伸縮性によ
って前記物品の上方へ起立性向を有する一対の液抵抗性防漏シートを有し、前記サイドフ
ラップに位置して前記縦方向へ延びる前記防漏シートの外側部が、前記防漏シートの外側
部の内面と前記表面シートの外面と前記裏面シートの外面とのうちの少なくとも一つに塗
布された前記接着剤を介して前記サイドフラップに接着され、前記エンドフラップに位置
する前記防漏シートの両端部が、前記物品の横方向内方と横方向外方とのいずれかに倒伏
された状態で、前記防漏シートの両端部と前記表面シートの外面と前記裏面シートの外面
とのうちの少なくとも一つに塗布された前記接着剤を介して前記エンドフラップに接着さ
れている。
（５）前記接着剤が、ホットメルト接着剤である。
（６）前記シート部材が、不織布とティッシュペーパーとである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る積層パネルによれば、接着剤が曲折して一方向へ延びる独立した複数条の
接着ラインを形成してシート部材に塗布されているので、接着剤の延びる方向とその延び
る方向に交差する方向とのいずれに対しても、略同等の接着力でシート部材を接着するこ
とができ、シート部材の剥離を防ぐことができる。
【００１０】
　接着ラインでは、シート部材の寸法１ｍに対して接着ライン自体の曲折を繰り返す回数
が、５０～２００回の範囲にあり、接着ライン自体が交差し、該交差部位が点在している
ので、塗布された接着剤がシート部材へ滲入してシート部材の繊維間隙が塞がれたとして
も、繊維間隙が塞がれる範囲を最小限にすることができ、シート部材が有する透液性や透
水性を妨げることはない。
【００１１】
　接着剤の塗布量が、シート部材の面積１ｍ２に対して０．８～８ｇの範囲にある場合は
、シート部材の剥離を防ぎつつ、シート部材に滲入した接着剤がシート部材の繊維間隙を
広範囲に塞いでしまうことを防ぐことができる。
【００１２】
　体液処理物品を形成する積層パネルでは、接着剤が表面シートの透液性やティッシュペ
ーパーの透水性を妨げることがないので、体液が表面シートからティッシュペーパーへ、
さらに、ティッシュペーパーからコアへ円滑に移行することができ、コアの有する吸液性
を十分に活用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　添付の図面を参照して、本発明に係る積層パネルの詳細を使い捨ておむつを例として説
明すると、以下のとおりである。
【００１４】
　図１は、使い捨ておむつ１の分解斜視図である。おむつ１は、砂時計型の透液性表面シ
ート２と、砂時計型の不透液性裏面シート３と、表面シート２と裏面シート３との間に介
在する一対のティッシュペーパー４（透水性シート）と、ティッシュペーパー４の間に介
在する砂時計型の吸液性コア５と、互いに対向離間して縦方向へ延びる一対の液抵抗性防
漏シート６とから構成されている。
【００１５】
　おむつ１は、おむつ１を構成するそれら部材の他に、互いに対向離間して縦方向へ延び
る一対の脚周り用弾性部材７と、互いに対向離間して横方向へ延びる一対の胴周り用弾性
部材８と、テープファスナ９と、テープファスナ９の止着域となるターゲットテープ１０
とを有する。図では、最上部に防漏シート６が配置され、図の下方へ向かって表面シート
２、ティッシュペーパー４、コア５、ティッシュペーパー４、裏面シート３、ターゲット
テープ１０の順で配置されている。
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【００１６】
　表面シート２と裏面シート３とは、互いに対向して縦方向へ延びる両側縁部２ａ，３ａ
と、互いに対抗して横方向へ延びる前後端縁部２ｂ，２ｃ，３ｂ，３ｃとを有する。表裏
面シート２，３の両側縁部２ａ，３ａは、その中央部が表裏面シート２，３を横方向に二
分する縦中心線Ｙへ向かって湾曲し、表裏面シート２，３を縦方向に二分する横中心線Ｘ
に対して前端縁部２ｂ，３ｂの側で大きくえぐれ、後端縁部２ｃ，３ｃの側では前端縁部
２ｂ，３ｂの側よりも小さくえぐれている。ゆえに、表裏面シート２，３は、前端縁部２
ｂ，３ｂの側よりも後端縁部２ｃ，３ｃの側が大きく形成されている。
【００１７】
　裏面シート３の内面には、裏面シート３の両側縁部３ａに沿って弾性的に伸縮可能な一
対の脚周り用弾性部材７が伸長状態で配置され、裏面シート３の前後端縁部３ｂ，３ｃに
沿って弾性的に伸縮可能なフィルム状の一対の胴周り用弾性部材８が伸長状態で配置され
ている。裏面シート３の後端縁部３ｃの側における内面には、裏面シート３の両側縁部３
ａから横方向外方へ延びるテープファスナ９の基端部が配置されている。
【００１８】
　ティッシュペーパー４は、その面積が表裏面シート２，３のそれよりも小さく、コア５
のそれよりも大きい矩形のものである。
【００１９】
　防漏シート６は、縦方向へ延びる自由側縁部６ａと、自由側縁部６ａに対向して縦方向
へ延びる基側縁部６ｂと、基側縁部６ｂから横方向外方へ延出して縦方向へ延びる外側部
６ｃと、表裏面シート２，３の前後端縁部２ｂ，２ｃ，３ｂ，３ｃに位置する縦方向両端
部６ｄとを有する。防漏シート６の自由側縁部６ａには、弾性伸縮性部材１１が自由側縁
部６ａに被覆された状態で伸長下に取り付けられている。防漏シート６の外側部６ｃは、
その中央部が横方向内方へ湾曲している。
【００２０】
　表面シート２と裏面シート３との互いに対向する内面には、それら表裏面シート２，３
どうしおよび表裏面シート２，３とティッシュペーパー４とを互いに接着するための接着
剤Ｂ１，Ｂ２が塗布されている。図の下方におけるティッシュペーパー４の内面には、テ
ィッシュペーパー４とコア５とを接着するための接着剤Ｂ３が塗布されている。防漏シー
ト６の外側部６ｃにおける内面と防漏シート６の両端部６ｄにおける外面とには、防漏シ
ート６の外側部６ｃを表裏面シート２，３に接着するための接着剤Ｂ４が塗布され、防漏
シート６の両端部６ｄを防漏シート６の外側部６ｃに接着するための接着剤Ｂ４が塗布さ
れている。ターゲットテープ１０の内面には、ターゲットテープ１０を裏面シート３の外
面に接着するための接着剤Ｂ５が塗布されている。テープファスナ９の基端部には、接着
剤（図示せず）が塗布されていて裏面シート３にあらかじめ接着されている。
【００２１】
　接着剤Ｂ１～Ｂ５は、おむつ１の縦方向へ波状に起伏して延びる独立した複数条の接着
ラインＬを形成している。接着ラインＬでは、隣接する接着ラインＬどうしが互いに交わ
ることなく延び、接着ラインＬ自体の交差する部位３０が点在している。接着剤Ｂ１～Ｂ
５は、表裏面シート２，３とティッシュペーパー４と防漏シート６とターゲットテープ１
０とにムラなく略均一に塗布されている。
【００２２】
　図において、コア５の全体をティッシュペーパー４で被覆すると、ティッシュペーパー
４に塗布された接着剤Ｂ３を介して、コア５とティッシュペーパー４とが互いに接着され
る。ティッシュペーパー４どうしはコア５の周縁からコア５の周り方向外方へ延びる部分
が互いに接着される。ティッシュペーパー４それぞれの外面に表裏面シート２，３を重ね
合わせると、表裏面シート２，３に塗布された接着剤Ｂ１，Ｂ２を介して、ティッシュペ
ーパー４と表裏面シート２，３とが互いに接着され、表裏面シート２，３がそれらシート
２，３の両側縁部２ａ，３ａと前後端縁部２ｂ，２ｃ，３ｂ，３ｃとにおいて互いに接着
される。
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【００２３】
　表裏面シート２，３の両側縁部２ａ，３ａに防漏シート６の外側部６ｃを重ね、防漏シ
ート６の両端部６ｄをおむつ１の外側へ倒伏した状態で防漏シート６の外側部６ｃに重ね
ると、防漏シート６の外側部６ｃに塗布された接着剤Ｂ４を介して、防漏シート６の外側
部６ｃが表裏面シート２，３の両側縁部２ａ，３ａに接着され、防漏シート６の両端部６
ｃに塗布された接着剤Ｂ４を介して、防漏シート６の両端部６ｃが防漏シート６の外側部
６ｃに接着される。裏面シート３の前端縁部３ａにおける外面にターゲットテープ１０の
内面を重ねると、ターゲットテープ１０に塗布された接着剤Ｂ５を介して、ターゲットテ
ープ１０が裏面シート３に接着される。
【００２４】
　図２，３は、図１の分解斜視図を組み立てた状態で示すおむつ１の部分破断斜視図と、
図２のＡ－Ａ線矢視断面を示す図である。おむつ１は、縦方向に前胴周り域２０と、後胴
周り域２２と、それら前後胴周り域２０，２２の間に位置する股下域２１とを有し、互い
に対向して縦方向へ延びていて股下域２１においておむつ１の横方向内方へ向かって湾曲
する一対のサイドフラップ１２と、互いに対向して横方向へ延びる一対のエンドフラップ
１３とを有する。
【００２５】
　サイドフラップ１２は、表裏面シート２，３の両側縁部２ａ，３ａと防漏シート６の外
側部６ｃとから形成されている。サイドフラップ１２では、コア５の両側縁５ａから横方
向外方へ表面シート２の両側縁部２ａが延出し、表面シート２の両側縁部２ａからさらに
横方向外方へ裏面シート３の両側縁部３ａと防漏シート６の外側部６ｃとが延出している
。サイドフラップ１２では、表裏面シート２，３の両側縁部２ａ，３ａが接着剤Ｂ１，Ｂ
２を介して接着され、表裏面シート２，３の両側縁部２ａ，３ａと防漏シート６の外側部
６ｃとが、接着剤Ｂ２，Ｂ４を介して接着されている。サイドフラップ１２では、脚周り
用弾性部材７がティッシュペーパー４と裏面シート３との間に挟まれて、裏面シート３の
内面に接着されている。
【００２６】
　エンドフラップ１３は、表裏面シート２，３の前後端縁部２ｂ，２ｃ，３ｂ，３ｃと防
漏シート６の外側部６ｃの一部および両端部６ｄとから形成されている。エンドフラップ
１３では、表裏面シート２，３の前後端縁部２ｂ，２ｃ，３ｂ，３ｃが接着され、表面シ
ート２の前後端縁部２ｂ，２ｃと防漏シート６の外側部６ｃの一部とが接着されている。
エンドフラップ１３では、防漏シート６の両端部６ｄが防漏シート６の外側部６ｃに接着
され、胴周り用弾性部材８が表面シート２と裏面シート３との間に挟まれて、表裏面シー
ト２，３の内面に接着されている。
【００２７】
　おむつ１の後胴周り域２２では、テープファスナ９が折曲されておむつ１の横方向内方
へ延び、テープファスナ９の自由端部に塗布された粘着剤（図示せず）を介して表面シー
ト２の外面に剥離可能に貼着されている。おむつ１には、弾性部材７，８，１１の伸長状
態が解除され、弾性部材７，８，１１の収縮下にサイドフラップ１２とエンドフラップ１
３と防漏シート６の自由側縁部６ａとにギャザーが形成されている。おむつ１では、防漏
シート６の自由側縁部６ａに取り付けられた弾性部材１１が収縮して、防漏シート６の自
由側縁部６ａがおむつ１の上方へ起立している。
【００２８】
　おむつ１は、図３に示すように、表裏面シート３とティッシュペーパー４と防漏シート
６とに塗布された接着剤Ｂ１～Ｂ４が、おむつ１の横方向へ点在するように表れるのでは
なく、接着剤Ｂ１～Ｂ４の塗布面では、曲折して延びる接着剤Ｂ１～Ｂ４がおむつ１の横
方向において表裏面シート２，３とティッシュペーパー４と防漏シート６との略全域に塗
布されているように表れる。ゆえに、表裏面シート２，３とティッシュペーパー４と防漏
シート６とは、おむつ１の横方向のみならず、おむつ１の縦方向においても剥離し難い。
【００２９】
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　サイドフラップ１２では、裏面シート３の両側縁部３ａと防漏シート６の外側部６ｃと
が表面シート２の両側縁部２ａよりも横方向外方へ延びているので、体液が表面シート２
の両側縁部２ａへ滲入しても、裏面シート３と防漏シート６とに滲入することができず、
サイドフラップ１２からの体液の漏れを防ぐことができる。
【００３０】
　図４は、表裏面シート２，３とティッシュペーパー４と防漏シート６とターゲットテー
プ１０とのいずれかのシート部材に塗布された接着剤Ｂ１～Ｂ５の接着ラインＬを示す図
であり、接着剤Ｂ１～Ｂ５の一部を省略して示す。一条の接着ラインＬが曲折を繰り返す
回数は、シート部材の縦方向の寸法１ｍに対して５０～２００回の範囲、好ましくは１０
０～１５０回の範囲であり、一条の接着ラインＬが交差する回数は、シート部材の縦方向
の寸法１ｍに対して０～２００回の範囲にある。接着ラインＬが曲折を繰り返す回数は、
接着ラインＬのひとつの山部の頂点を基準とした場合、その山部の頂点から隣接する山部
の頂点までを１回として計数したものである。接着ラインＬが交差するとは、接着ライン
Ｌ自体が互いに交わることの他に、接着ラインＬ自体が互いに当接することを含むもので
ある。
【００３１】
　接着ラインＬの曲折を繰り返す回数が５０回未満であると、隣接する山部どうしの間の
間隔が大きくなるので、接着ラインＬが直線に近くなり、接着ラインＬの延びる方向にお
ける接着剤の接着力が弱くなってしまう。接着ラインＬの曲折を繰り返す回数が２００回
を超えると、接着ラインＬ自体の交わる回数が前記２００回を超えてしまうことがある。
【００３２】
　接着ラインＬが交差する部位３０では、表面シート２とティッシュペーパー４とに滲入
した接着剤Ｂ１，Ｂ３が表面シート２とティッシュペーパー４との繊維間隙を広範囲に塞
いでしまう。ゆえに、接着ラインＬ自体の交差する回数が２００回を超えると、表面シー
ト２の透液性やティッシュペーパー４の透水性を妨げてしまう。体液が表面シート２から
ティッシュペーパー４へ、さらに、ティッシュペーパー４からコア５へ円滑に移行しない
ので、コア５の吸液性を十分に活用することができない。また、接着剤Ｂ３がティッシュ
ペーパー４に滲入しない場合でも、接着ラインＬが交差する部位３０において、接着剤Ｂ
３がティッシュペーパー４の内面で広がってコア５の表面を被覆し、コア５の吸液性を妨
げてしまうこともある。
【００３３】
　表面シート２と裏面シート３とを接着する場合、表面シート２と裏面シート３とに塗布
する接着剤Ｂ１，Ｂ２の量は、表裏面シート２，３の面積１ｍ２に対して３～８ｇの範囲
、コア５とティッシュペーパー４とを接着する場合、ティッシュペーパー４に塗布する接
着剤Ｂ３の量は、ティッシュペーパー４の面積１ｍ２に対して０．８～５ｇの範囲、防漏
シート６と表裏面シート２，３とを接着する場合、防漏シート６に塗布する接着剤Ｂ４の
量は、の防漏シート６の面積１ｍ２に対して３～８ｇの範囲、表裏面シート２，３と弾性
部材７，８とを接着する場合、表裏面シート２，３に塗布する接着剤Ｂ１，Ｂ２の量は、
表裏面シート２，３の面積１ｍ２に対して８～１５ｇの範囲にあることが好ましい。
【００３４】
　接着剤Ｂ１～Ｂ５の塗布量が前記範囲未満であると、接着力が弱くなって、表裏面シー
ト２，３やティッシュペーパー４、防漏シート６、コア５、弾性部材７，８がそれらの接
着域において容易に剥離してしまうことがある。表面シート２やティッシュペーパー４を
形成する繊維の坪量、繊維の繊度にもよるが、接着剤Ｂ１，Ｂ３の塗布量が前記範囲を超
えると、表面シート２やティッシュペーパー４に滲入した接着剤Ｂ１，Ｂ３が表面シート
２とティッシュペーパー４との繊維間隙を広範囲に塞いでしまい、表面シート２の透液性
やティッシュペーパー４の透水性を妨げてしまう。
【００３５】
　接着剤Ｂ１～Ｂ５の粘度数は、４０００～５５００ｃＰの範囲にあることが好ましい。
接着剤Ｂ１，Ｂ３の粘度数が４０００ｃＰ未満であると、接着剤Ｂ１，Ｂ３が表面シート
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２やティッシュペーパー４に滲入し易く、かつ、表面シート２とティッシュペーパー４と
の繊維内で広がり易くなってしまう。接着剤Ｂ１～Ｂ５の粘度数が５５００ｃＰを超える
と、接着剤Ｂ１～Ｂ５が塊状のまま硬化してしまうことがある。
【００３６】
　表面シート２には、疎水性不織布を親水化剤で処理したものや親水化剤を練り込んだ繊
維で形成した親水性不織布が用いられる。裏面シート３と防漏シート６とには、合成樹脂
フィルムまたは合成樹脂フィルムと疎水性不織布とのラミネートシート、好ましくは通気
不透液性のシートが使用される。不織布としては、エアースルー不織布、ポイントボンド
不織布、スパンボンド不織布、スパンレース不織布、メルトブローン不織布等を使用する
ことができる。
【００３７】
　コア５は、フラッフパルプと高吸収性ポリマー粒子またはそれらに吸収体形状を維持す
るための繊維を加えた混合物であり、所要の厚みに圧縮されている。コア５を被覆する透
水性シートとしては、ティッシュペーパー４の他に、坪量が５～１０ｇ／ｍ２の範囲にあ
る透液性の不織布を使用することもできる。
【００３８】
　弾性部材７，８，１１としては、合成ゴムや天然ゴム等のエラストマー、または、それ
らエラストマーを伸長状態で不織布に接着したものを使用することができる。
【００３９】
　接着剤Ｂ１～Ｂ５としては、ブロックゴム系ホットメルト接着剤、オレフィン系ホット
メルト接着剤を使用することができる。接着剤Ｂ１，Ｂ２は、表裏面シート２，３の双方
に塗布する場合の他、表面シート２と裏面シート３とのいずれか一方に塗布することでも
よい。また、接着剤Ｂ１～Ｂ５が点線状に塗布されていてもよい。防漏シート６は、その
両端部６ｃをおむつ１の内側へ倒伏させた状態で、防漏シート６の両端部６ｃを表面シー
ト２の前後端縁部２ｂ，２ｃに接着してもよい。防漏シート６の両端部６ｃをおむつ１の
内側へ倒伏した状態で接着する場合は、接着剤Ｂ４が防漏シート６の両端部６ｃにおける
内面に塗布される。
【００４０】
　この発明は、使い捨ておむつ１の他に、おむつカバーや生理用ナプキン、尿取りパッド
等に、または、ゴミ拭き取り用の複合シート、非伸縮性シートに伸縮性シートを伸長状態
で接着した複合シート等にも使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】使い捨ておむつの分解斜視図。
【図２】組み立てた状態で示すおむつの部分破断斜視図。
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図。
【図４】シート部材に塗布された接着剤の接着ラインを示す図。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　　　　　使い捨ておむつ
　２　　　　　　透液性表面シート
　３　　　　　　不透液性裏面シート
　４　　　　　　ティッシュペーパー（透水性シート）
　５　　　　　　吸液性コア
　５ａ　　　　　両側縁
　５ｂ　　　　　両端縁
　６　　　　　　液抵抗性防漏シート
　６ｃ　　　　　外側部
　６ｄ　　　　　縦方向両端部
　７　　　　　　脚周り用弾性部材
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　８　　　　　　胴周り用弾性部材
１２　　　　　　サイドフラップ
１３　　　　　　エンドフラップ
　Ｂ１～Ｂ４　　接着剤
　Ｌ　　　　　　接着ライン

【図１】 【図２】
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